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保護者の皆様へ

観音寺市立観音寺東小学校

校 長 中 野 正 司

大雨・洪水・暴風警報発令時の児童の登校について

向寒のみぎり、保護者の皆さまにおかれましては、ますますご清祥のことと拝察いたします。

さて、観音寺市教育委員会より「大雪・高潮等の警報については地域間の差が大きい」との理由で、

警報発令時の対応を変更するとの通知がありました。

そこで、本校では、「大雨・洪水・暴風警報が発令された場合」と「大雪・波浪・高潮警報が発令さ

れた場合」の対応を下記のように変更しますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

１ 登校について

★ 大雨・洪水・暴風警報が発令された場合

(1) 午前６時の時点で、観音寺市に、大雨・洪水・暴風のうち、いずれかの警報が発令されている

時は、自宅待機してください。

(2) 午前６時の時点で、観音寺市に警報が発令されていない時は、原則として登校となります。た

だし、午前６時の時点で(1)の警報は出ていなかったが、家を出る時点で警報となった時や、まも

なく警報になることが確実な時は、自宅待機となります。

(3) 午前１０時までに警報が解除されれば、解除された時点で安全面に気をつけて登校させてくだ

さい。ただし、この場合、給食はありませんので午前授業となります。

(4) 午前１０時を過ぎても警報が解除されない場合には、臨時休業となります。

★ 大雪・波浪・高潮警報が発令された場合

(1) 観音寺市教育委員会の指導を受けて対応します。児童の登校並びにその後の対応については

「観音寺ホッとメール」で速やかにお知らせします。

２ 登校後、警報等が発令された場合

(1) 下校時刻が早まることが考えられます。安全等に十分配慮して集団下校させますが、その際、

自宅にだれもいない等、保護者の皆さまへの連絡が必要な場合は、事前に担任までお知らせくだ

さい。

(2) 下刻時刻の変更については、「観音寺ホッとメール」でお知らせします。

○ 警報が解除になっても突風や河川の増水などで、危険が予測される場合には、学校の判

断にかかわらず、保護者の判断で休ませてくださっても結構です。その場合、その旨を必

ずご連絡ください。

○ 上記に従って決定としますので、学校への問い合わせは、ご遠慮ください。


